
■めざす方向

市民との協働による元気あふれるまちの実現

をめざして、地域活動への参加の促進によるコ

ミュニティ※の活性化、ボランティアやＮＰＯ※活動

への支援に努めるとともに、市内事業者の地域

活動への積極的な参加を啓発し、市民が主体

となったまちづくりを推進します。

■基本計画

(1)市民が主体となったまちづくりの推進

①市民の参加と自治に基づくまちづくり

豊かでゆとりある市民社会の実現を図るた

め、「地域のことは地域で」という基本的な考

え方のもと、市民の主体的な参加と自治に基

づく地域の課題解決やまちづくりへの取り組

みを促進します。

地域コミュニティ活動の活性化を図るため、

町会・自治会活動とともに、まちづくり活動へ

の市民参画を支援します。

②人材育成と情報提供

地域活動の支援とともに、地域活動の調整

役としてのコーディネーターや活動リーダーの

育成に努めます。

地域でのコミュニティづくりやまちづくりに

関する情報提供に努めます。

(2)市民公益活動の促進

①市民公益活動のための環境整備

ボランティアやＮＰＯ活動についての情報

の提供などにより、市民の公益活動への関心

や意欲を高めます。

市民が自ら持っている知識や特技をまちづ

くりに活かし、公益活動に活用できる機会の

充実を図ります。

協働によるまちづくり推進のため、ボランテ

ィア団体やＮＰＯなど、積極的な公益活動を

行っている団体の支援に努めます。

②関係機関との連携

大阪府やＮＰＯ育成団体など関係機関と

の連携を進め、各種研修の共同開催や開催

の支援などにより、ボランティアや市民公益活

動リーダーの育成に努めます。

社会福祉協議会への支援を通じて、市民

ボランティアの参加者拡大に努めます。

(3)事業者の社会的貢献の促進

福祉の充実や文化の向上など、事業者が地

域社会の一員としての役割を担うよう、事業者の

意識高揚に向けた啓発を進めます。
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第１節「市民との協働」による実現

１．市民が主体となったまちづくり

■現況と課題

本市においては、昭和55年(1980年)11月に

結成された「まちづくり推進委員会※」により、市

民が主体となったまちづくり活動が進められてい

ます。また、平成２年(1990年)からは、市のイメー

ジアップと市民意識の高揚を目的に「貝▲コス

モスアイデンティティ(ＣＩ)運動」として各種の取り

組みが展開され、市民によるまちづくり運動とし

て大きな成果をあげてきました。

しかし現在、ＣＩ運動を開始した当初からみる

と、まちづくりの課題が一層多様化・複雑化した

状況にあり、それぞれの地域がもつ歴史・文化・

伝統など、地域の個性を活かしたまちづくりのあ

り方について検討を行っていく必要があります。

一方、地域コミュニティの中心的位置を占める

組織として町会・自治会の役割は重要であり、

活動の一層の活性化が望まれるとともに、町

会・自治会の範囲にとらわれないＮＰＯ※などの

地域活動も盛んになってきていることから、これ

らの活動を活性化させ、支援を図ることも重要

な課題となっています。

市民のまちづくりへの参画意識が増大する

一方、今後も厳しい財政状況が予想されるなか

にあって行政のスリム化が求められており、将来

を見据えたまちづくりには、それぞれの役割に応

じた、市民と行政の協働が不可欠なものとなっ

ています。元気あふれる貝▲市をみんなでつく

っていくため、市民が地域の一員としての役割

を果たすとともに、まちづくりへの市民の主体的

な参画が求められています。
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大いに関心がある 

少しは関心がある 

まったく関心がない 
2.9％ 

わからない5.2％ 不明 

あまり関心がない 

● 市民アンケートの結果 
まちづくり計画への関心（単数回答）件数＝1848

36.3％ 

39.0％ 

14.6％ 

 

 

2.0％ 

保健・医療・福祉増進を図る活動 

まちづくりの推進を図る活動 

環境の保全を図る活動 

地域安全活動 

子どもの健全育成を図る活動 

文化・芸術・スポーツ振興活動 

● 市民アンケートの結果 
まちづくりに参加したい内容（複数回答）件数＝518

40.2

38.8

34.0

33.2

32.8

30.5

0 10 20 30 40 50（％） 

市民ワークショップ

●市民アンケートの結果
まちづくり計画への関心（単数回答）件数＝1848

● 市民アンケートの結果
まちづくりに参加したい内容（複数回答）件数＝518



■基本計画

(1)情報共有の推進

市民の行政運営への理解を深めるととも

に、事業執行などにおける説明責任を果たす

ため、行政情報を積極的に公開し、透明性の

一層の確保に努めます。

市民ニーズに応じ、広報紙やホームページ

の内容の充実を図るとともに、市民に分かりや

すい情報の提供に努めます。

各種計画の策定や進行状況について、そ

の段階ごとに広報紙やホームページなどで情

報を公開するなどにより、市民との情報の共有

を図ります。

(2)市民参画の仕組みづくり

広く市民の意見を聴き、市政に反映してい

くため、市民アンケートなど広聴制度の充実に

努めます。

市民参画のための制度として、パブリック・コ

メント(重要な施策への意見提出手続)※、委員

会や審議会への公募制の導入など、計画策定

段階からの市民参画の取り組みを進めます。

ＮＰＯ※などの市民団体と行政が、それぞれ

の役割を担うパートナーとしてまちづくりに取り

組めるよう、団体間の調整機能の充実やネット

ワークづくりの支援を行います。

(3)協働による市政運営

①協働のまちづくり

行政運営における意思形成や事業の実施

段階において、市民と行政がそれぞれ果たす

べき役割と責任を自覚しながら、相互に補完

し、協力のもとでまちづくりを推進します。

まちづくりのメニューに応じて、地域団体や

ＮＰＯなどの柔軟性とネットワークを活かすこ

とが相応しい事業などについて市民参画を

促し、市民と行政の協働に基づくまちづくりを

推進します。

②市民意見の把握と市政への反映

市政に対する市民の意見やニーズを的確

に把握するとともに、市民参画の場を拡充し、

公正・迅速な市政への反映に努めます。
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２．市民参画による市政の推進

■現況と課題

まちづくりに対する市民の参画意識の高

まりとともに、行政運営への住民意思の尊

重が求められている今日、市民に開かれた

市政を推進していくためには、市政情報を

きめ細かに提供するとともに、主要計画など

において策定段階から市民参画の機会を

設けることなどにより、市民と行政の信頼関

係を築いていくことが重要です。

また、地方分権の一層の推進と地域の自立

が求められるなか、市民ニーズの多様化と個性

化に対応する柔軟な行政運営のためには、市

民や地域団体も含めた多様な主体がお互いの

立場を理解しつつ、それぞれの役割を担ってい

くことが必要となっています。

本市では、日常生活における市民ニーズなど

を把握し、また市の情報を広く市民に伝えるた

め、地域団体などとの連携を図るとともに、各種

相談窓口の設置や広報紙などを通じた情報の

提供に努めてきましが、今後は、情報の公開だ

けでなく、市民と情報の共有ができる体制をつ

くるとともに、計画づくりへの市民の参画機会を

一層充実するなど、市民と行政の協働による市

政運営が求められています。

■めざす方向

市民参画のもと、市民と行政との協働による

市政運営を行うことをめざして、行政情報の積極

的な公開により情報の共有を図るとともに、市民

参画の仕組みづくりを進めます。
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アンケートなどを定期的に実施する 

まちづくり・計画づくりへ参加を増す 

意見募集・提案機会やしくみを増す 

自治会や団体と市の意見交換を増す 

市民の相談窓口の機能を充実する 

● 市民アンケートの結果 
市民の声の反映で大切なこと（複数回答）件数＝1848

0 5 10 15 20 25 30 35（％） 

33.3

32.8

32.0

29.7

28.3

新しくできた制度などの紹介 

市の将来構想の内容 

各施策の具体的な事業内容 

行事や催しなどの情報 

各種届出・申請手続 

 

施設案内や予約状況 

52.5

43.6

32.5

32.1

23.1

22.3

0 10 20 30 40 50 60（％） 

市の広報紙や 
議会だより 回覧板 

 

公共施設などにおける 
掲示板など 

 

電子メール 
不明 

インターネットの 
ホームページ 

 

● 市民アンケートの結果 
行政サービス情報入手方法の希望（単数回答）件数＝1848

56.8％ 25.3％ 

11.3％ 

2.1％ 

1.6％ 0.8％ 

2.2％ 

その他 

● 市民アンケートの結果
市民の声の反映で大切なこと（複数回答）件数＝1848

貝▲市について知りたい情報（複数回答）件数＝1848

● 市民アンケートの結果
行政サービス情報入手方法の希望（単数回答）件数＝1848

塚 



第３節「行政の効率化」による実現

■現況と課題

地方分権の一層の進展や、地方交付税制度

の見直し・補助金の削減・税源移譲を同時に行

う「三位一体改革」の推進など、地方行財政運

営は一大転換期を迎えています。近年の景気の

低迷や地価の下落などによる税収の落ち込み

に加え、今後は、少子高齢化や団塊の世代※の

リタイアなどによる税負担者の減少が見込まれ、

財政運営は一層の厳しさが予想されます。

そうした厳しい財政状況下にあっても、限られ

た財源で、より一層多様化・高度化する市民ニ

ーズに応えるために、市民の視点に立った効率

的な行財政運営が必要となっています。

本市では二次にわたる財政健全化計画に基

づき、一定の効果をあげてきましたが、更なる改

革に向けて平成16年(2004年)10月には「貝▲

市行財政改革基本方針」を策定し、効率的な行

財政運営への取り組みを進めています。安定し

た行財政運営と時代の変化に柔軟に対応でき

る行政組織の確立をめざして、今後も行財政改

革を推進していくことが必要です。

また、一市だけでは対応し難い広域的な問題

については、近隣市町との連携が重要であり、

平成13年(2001年)３月策定の「第３次泉南地域

広域行政圏計画」に基づき、近隣市町の連携に

よる広域的な課題への対応に取り組んでいます

が、今後は、行財政資源の有効活用と一層の効

率化を図るため、より多くの事業について広域

連携を推進することが必要となっています。

■めざす方向

柔軟で効率的な行財政運営をめざして、行政

評価の反映と併せ、市民ニーズを把握し、計画

行政を推進するとともに、自主財源の確保に努

め、健全な財政運営を進めます。
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第２節「民間活力の活用」による実現

■現況と課題

「地方分権一括法」(平成11年)の制定や「地

方自治法」の相次ぐ改正に見られるように、国か

ら地方への権限の委譲とともに、公から民への

業務の移譲が、今後一層進むことが予想されま

す。その一環として、指定管理者制度の導入に

より、自治体の出資法人等にしか認められてい

なかった公の施設の管理運営について、ＮＰＯ※

法人を含む民間事業者に委ねることが可能とな

りました。

行政経費の節減と同時に、今後ますます多

様化する市民ニーズに柔軟に対応するため、

民間の資金と能力を活用した公共施設などの

建設・管理・運営を行うＰＦＩ※や、民間事業者

やＮＰＯ法人などに運営を委ねる方策など、新

たな事業手法の導入についての検討が求め

られています。

■めざす方向

市民ニーズに対応した行政サービスの提供を

めざして、行政の役割を明確にするほか、効率

的・合理的で質の高いサービスの提供を行うた

め、民間活力の有効な活用を図ります。

■基本計画

(1)役割分担の検討

市民・事業者・行政のそれぞれの役割と責

任を明確にしながら、行政が果たすべき役割

について検討を行うとともに、事業コストの把

握に努めながら、「貝▲市行財政改革基本方

針」(平成16年10月策定)に基づき、民間活力

の活用を図ります。

(2)効果的な民間活力の活用

民間事業者のほか、地域団体やＮＰＯ法人

に管理や運営を委ねる事業手法について検

討し、効果的な導入に努めます。

公共施設の建設及び維持管理などにおい

て、民間事業者の資金や知識・技術を活用で

きるＰＦＩなどの手法の導入について検討を

進めます。

効果的な民間活力の活用を図るため、まちづ

くりや教育・福祉などの分野における民間との

連携について検討を進めます。
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平成10年度 

年 度  

26,854,358

歳入総額 

26,768,199

歳出総額 

86,159

11年度 28,423,050 28,804,129 △ 381,079

12年度 25,619,811 26,305,069 △ 685,258

13年度 25,899,547 27,373,090 △ 1,473,543

14年度 25,565,550 27,316,997 △ 1,751,447

15年度 25,123,354 27,572,797 △ 2,449,443

16年度 28,167,740 27,976,125 191,615

歳入歳出差引額 

単位：千円 

平成10年度 

年 度  

3,733,656

個人市民税 

11年度 3,631,673

12年度 3,418,749

13年度 3,391,819

14年度 3,221,965

15年度 3,017,826

16年度 2,915,249

654,307

法人市民税 

549,029

559,823

659,376

547,680

556,003

651,308

5,252,717

固定資産税 

5,330,053

5,344,885

5,435,046

5,422,362

5,175,598

5,124,958

91,378

軽自動車税 

99,777

99,001

103,172

105,736

110,075

114,949

689,680

市たばこ税 

730,423

741,967

786,161

830,085

668,304

895,174

104,697

特別土地 
保有税 
 

47,388

43,170

37,885

34,702

（制度廃止） 

（　 〃 　） 

1,133,501

都市計画税 

1,142,454

1,122,561

1,124,302

1,108,445

1,039,763

1,019,929

11,659,936

合　計 

11,530,797

11,330,156

11,537,761

11,270,975

10,567,569

10,721,567

単位：千円 

● 普通会計における財政規模の推移（決算状況）

●市税収入の推移



■基本計画

(1)効率的な市政運営の推進

①行政評価と計画行政の推進

「貝▲市行財政改革基本方針」に基づき、

市民との協働、行政システムの改革、職員の

意識改革を推進し、効率的・合理的な市政運

営を行います。

事業効果の測定・評価を行うとともに、評価

結果を事業に反映させます。また、ホームペー

ジなどによる評価結果の公表に努め、市民へ

の説明責任を果たしていきます。

事業の計画にあたっては、終期や見直し時

期を明確にし、常に時機に適した事業の執行

に努めるとともに、目標値の設定などにより、

事業の迅速性や実効性を担保します。

②市民ニーズの把握と満足度の向上

市民アンケートなどにより市民ニーズの把握

に努め、行政評価と併せて事業の優先順位

をつけるなど、効果的な事業の展開を図り、

市民満足度の向上をめざします。

③効率的な行政組織の確立

時代の変化に柔軟に対応するとともに、最

少の人員で最大の効果が発揮できるよう、効

率的・合理的な組織機構の確立に努めます。

(2)健全な財政運営の推進

①財政基盤の確立

企業誘致、市街地における空閑地の開発

促進、企業活動の支援、良質な住宅供給の

促進などにより財政基盤の安定化を図るとと

もに、課税客体の十分な把握や税の徴収率

向上を図ることなどにより市税収入の確保に

努めます。

使用料・手数料、負担金について、事業の

必要性や公平性などを考慮し、受益者負担

の適正化に努めます。

②効果的な財政運営

事業に要するコストを把握し、費用対効果

を検証しながら、常に効果的な予算の執行に

努めます。

(3)広域行政の推進

一自治体だけでは実現の難しい防災対策

や環境保全などのほか、文化会館、公立病院、

救急・消防などにおける運営体制や役割分

担、また、公共事業の実施などあらゆる面で広

域連携の可能性を探り、近隣自治体との連携

による事業展開を行い、効率的で質の高い市

民サービスの提供をめざします。
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貝塚市 
岸和田市 

熊取町 

泉佐野市 泉南市 

田尻町 

阪南市 
岬 町 

● 泉南地域広域行政圏位置図 
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■貝塚市総合基本計画審議会 

■市民意識調査の概要 

■市民ワークショップの概要 

■都市宣言 

■貝塚市の歴史（沿革）  

■キーワード解説  
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● 泉南地域広域行政圏


